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 深谷市児童育成支援拠点事業運営業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 業務の目的 

本業務は、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるため

の場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当

該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うことを目的とする

ものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業 務 名 深谷市児童育成支援拠点事業運営業務委託 

（２）業務内容 本業務は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２

０項の規定する児童育成支援拠点事業とし、別紙、深谷市児童育成支

援拠点事業運営業務委託仕様書のとおりとする。ただし、契約時にお

ける仕様書は、受託候補者として選定された事業者の企画提案内容

に応じて仕様を変更することがある。 

（３）契約期間 契約締結の日から令和１０年３月３１日までとする。ただし、履行開 

始日は令和９年１月を予定するものとし、受託者の準備状況に応じて、 

市と協議の上、これを令和９年１月より前とすることができる。 

（４）委託金額     33,761,000 円を上限とし、内訳は次の表のとおりとする。なお、本

業務は社会福祉法第２条に規定される第二種社会福祉事業に該当す

ることから、委託料に係る消費税及び地方消費税は非課税とする。 

 【委託上限額 内訳】 

費用区分 令和８年度 令和９年度 

基本分 4,914,000円 

（819,000円/月） 

10,452,000円 

送迎加算 435,000円 

（72,500円/月） 

936,000円 

ソーシャルワーク専門職員配置

加算（※１名を想定） 

1,147,500円 

（191,250円/月） 

2,297,000円 

心理療法担当職員配置加算（※１

名を想定） 

1,147,500円 

（191,250円/月） 

2,297,000円 
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長時間開所加算（平日分） 

※１時間の延長を想定 

300,000円 

（50,000円/月） 

651,000円 

長時間開所加算（長期休業等） 

※３時間の延長を想定 

216,000円 

（36,000円/月） 

468,000円 

賃借料補助加算（賃貸物件にて業

務を実施する場合） 

1,500,000円 

（250,000円/月） 

3,000,000円 

開設準備経費（施設改修費用） 

※開設準備経費（施設改修費）の

対象外経費の例：送迎車両に係る

購入費、車検代、税金 

4,000,000円 ― 

合計 
13,660,000円 

（1,610,000円/月） 

20,101,000円 

※ 令和８年度費用は、「開設期間（最大６か月）に応じて上記各月額に開設月数を乗じた

金額＋開設準備経費」を委託上限額とする。 

 

３ 選定方針 

（１） 審査主体 

審査は、「深谷市児童育成支援拠点事業運営業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱」

に基づき設置する、深谷市児童育成支援拠点事業運営業務委託プロポーザル審査委員会

（以下「審査委員会」という。）において行う。 

（２） 審査方式 

ア 第１次審査 

参加者から提出された書類（参加申込書等）の内容について書類審査を行い、上位５者を

選定する。ただし、審査対象者が５者以下の場合は、第１次審査を省略できるものとする。 

イ 第２次審査 

第１次審査で選定された者から提出された書類（企画提案書等）の内容について、プレゼ

ンテーションを実施したうえで審査を行い、受託候補者１者及び次席者１者を特定する。た

だし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは、受託候補者を

特定しない場合がある。 

ウ その他 

審査委員会の委員構成については、本業務委託の契約締結が完了するまで公表しないもの

とする。 
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４ 実施スケジュール 

 実施内容 実施期間 

第
１
次
審
査 

実施要領等の配布 
令和８年７月１日（水）から 

令和８年７月１５日（水）まで 

参加申込み・第１次審査に関する質問書受

付期間 

令和８年７月２日（木）から 

令和８年７月６日（月）まで 

質問書に対する回答 令和８年７月９日（木） 

参加資格・第１次審査関連書類の提出期限 令和８年７月１５日（水） 

参加資格確認通知書の送付 令和８年７月２１日（火） 

第１次審査 令和８年７月２２日（水） 

選定・非選定通知書の送付 令和８年７月２３日（木） 

第
２
次
審
査 

第２次審査に関する質問書受付期間 
令和８年７月２４日（金）から 

令和８年７月２８日（火）まで 

質問書に対する回答 令和８年８月５日（水） 

第２次審査関連書類の提出期限 令和８年８月１７日（月） 

第２次審査 令和８年８月２７日（木） 

特定・非特定通知書の送付 令和８年９月上旬（予定） 

 

５ 実施要領等の配布期間 

（１） 配布方法 

   深谷市ホームページからダウンロード 

（https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kodomomirai/seishonen/tan

to/20280.html） 

（２） 配布期間 

   令和８年７月１日（水）から令和８年７月１５日（水）まで 

 

６ 参加資格 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 本プロポーザル公募開始日時点で、次に掲げるいずれかの事業を継続して３年以上実施

している者であること。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞQR ｺｰﾄ  ゙
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ア）子どもに対する放課後等の居場所の提供 

イ）子どもに対する学習支援の提供 

ウ）子どもに対する食事の提供や生活習慣の形成支援 

（２） 法人格を有すること。 

（３） 本プロポーザル公募開始日において、深谷市物品等競争入札参加資格者名簿のうち「福

祉医療介護業務等」に登載されている者であること。ただし、名簿に登載されていない者であ

っても、次に掲げる書類を提出することで、本プロポーザルに参加することができる。 

ア 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 

イ 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書 

ウ 市税に滞納がないことの証明書 

エ 財務諸表 

（４） 本プロポーザル公募開始日から契約締結までの間に、深谷市の契約に係る入札参加停止

などの措置要綱及び深谷市暴力排除措置要綱に基づく、入札参加停止又は入札参加除外の措置

を受けていない者であること。 

（５） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てをしている

者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続き開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと。 

（７） 国税又は地方税等を滞納していないこと。 

（８） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（９） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規

定する暴力団等及びそれらに利益のある団体等でない者であること。 

（10）本プロポーザルに参加する者同士について、代表権を有する者が同一の会社及び役員が兼

務している会社でないこと、並びに会社法第２条に規定する親会社及び子会社の関係にないこ

と。 

 

７ 参加資格・第１次審査関連書類の作成及び提出 

（１） 提出書類 

次に掲げる書類を各１部提出しなければならない。ただし、ウ（履歴事項全部証明書）、

ク（法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書）及びケ（市税に滞納がないことの証明書）
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は、提出日前３ケ月以内に発行されたもの（原本）に限るものとする。 

ア 参加申込書（様式１） 

イ 事業者概要調書（様式２） 

ウ 履歴事項全部証明書 

エ 定款、規約又はこれらに準ずる書類 

オ 運営規程 

カ 法人の財務諸表（直近のもの） 

キ 役員の氏名、住所等一覧（任意様式） 

ク 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（「その３」又は「その３の３」） 

ケ 市税に滞納がないことの証明書 

コ 業務実績調書（様式３） 

サ 応募資格がある旨の誓約書（様式４） 

（２）提出方法等 

ア 提出期間 

令和８年７月１日（水）午前９時から令和８年７月１５日（水）午後５時まで 

イ 提出先 

本要領１３に掲げる事務局 

ウ 提出方法 

持参又は郵送とする。持参する場合の受付日時は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前

９時から午後５時までの間（正午から午後１時を除く。）とし、持参する前に事務局に連絡

することとする。郵送の場合は、上記アの提出期限までに必着とする。また、本市が受領す

るまでの間に事故・天災等で紛失・遅延した場合の事情は考慮しない。 

（３）提出書類（参加申込書等）に関する質問の受付及び回答 

提出書類（参加申込書等）の作成及び提出に関する事項に限るものとし、次のとおりとす

る。なお、審査及び評価に関する質問は受け付けない。 

ア 提出期限 

令和８年７月６日（月）午後５時まで（必着） 

イ 提出先 

本要領１３に掲げる事務局 

ウ 提出書式 

質問書（様式６） 

エ 提出方法 
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電子メールによる提出とし、電子メールの件名は「深谷市児童育成支援拠点事業運営業務

委託（参加申込み・第１次審査）に関する質問」として、送信すること。 

オ 質問に対する回答方法 

質問に対する回答は、質問回答書として一括してとりまとめ、令和８年７月９日（木）午

後５時までに、市ホームページに掲載する。 

 

８ 第２次審査関連書類の作成及び提出 

参加資格を認められ一次審査を通過した者は、次のとおり第２次審査関連書類を各必要部数

提出するものとする。 

（１） 提出書類 

ア 企画提案書（様式５） １２部 （正本１部、副本１１部） 

正本には商号又は名称及び代表者名を記入したもの、副本は正本と同じ内容であるが、商

号又は名称及び代表者名を記入していないものとすること。 

イ 見積書 

見積書は、合計額と各年度の人件費、諸経費等の積算の内訳が判別できるように、できる

だけ詳細に記載すること。「子ども・子育て支援交付金の交付について」（こ成事第１７４号

令和８年４月８日付け）別紙（子ども・子育て支援交付金交付要綱）に記載の補助基準額を

踏まえて金額を計上すること。なお、令和8年度分については、「２業務の概要【委託上限

額 内訳】」に記載の基準額を踏まえて金額を計上すること。 

（２） 提出方法等 

ア 提出期間 

令和８年７月２４日（金）午前９時から令和８年８月１７日（月）午後５時まで 

イ 提出先 

本要領１３に掲げる事務局 

ウ 提出方法 

持参又は郵送とする。持参する場合の受付日時は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前

９時から午後５時までの間（正午から午後１時を除く。）とし、持参する前に事務局に連絡

することとする。郵送の場合は、上記アの提出期限までに必着とする。また、本市が受領す

るまでの間に事故・天災等で紛失・遅延した場合の事情は考慮しない。 

（３） 留意事項 

ア 企画提案にあたっては、本実施要領及び仕様書を熟読すること。 

イ １事業者につき１提案とし、複数の提案書が提出された場合は失格となること。 
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ウ 書類提出後の変更、差し替え又は再提出は認めない。ヒアリング審査時の追加資料の提出

及び提示も認めないこと。 

エ 提出書類は返却しないこと。 

（４） 提出書類（企画提案書等）に関する質問の受付及び回答 

提出書類（企画提案書等）の作成及び提出に関する事項に限るものとし、次のとおりと

する。なお、審査及び評価に関する質問並びに提案内容に関する質問は受け付けない。 

ア 提出期限 

令和８年７月２８日（火）午後５時まで（必着） 

イ 提出先 

本要領１３に掲げる事務局 

ウ 提出書式 

質問書（様式６） 

エ 提出方法 

電子メールによる提出とし、電子メールの件名は「深谷市児童育成支援拠点事業運営業務

委託（第２次審査）に関する質問」として、送信すること。 

オ 質問に対する回答方法 

質問に対する回答は、質問回答書として一括してとりまとめ、令和８年８月５日（水）午

後５時までに、市ホームページに掲載する。 

 

９ 受託候補者の審査及び評価 

（１） 第１次審査 

ア 審査方法 

審査委員会において、提出書類（参加申込書等）の書類審査を行い、第２次審査関連書類

の提出を要請する者を上位から５者の範囲において選定する。ただし、審査対象者が５者以

下であった場合は、審査を省略し、すべての者を第１次審査の選定者とする。 

また、審査委員会は非公開とする。 

イ 実施日 

令和８年７月２２日（水） 

ウ 結果の通知 

参加申込した者全員に対して、第１次審査結果通知書を電子メールにて通知する。 

（２） 第２次審査 

ア 審査方法 
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第１次審査で選定された者によるプレゼンテーション並びに審査委員会によるヒアリン

グ、審査及び評価を行い、受託候補者１者及び次席者１者を特定する。ただし、審査の結果、

合計点が６０点に満たない者は選定の対象としない。 

なお、第２次審査の評価項目のうち、「経営状況・業務実績」については、第１次審査に

おける審査結果（採点）を評価に反映するものとする。また、審査委員会は非公開とする。 

イ 実施日・実施場所 

令和８年８月２７日（木）に深谷市役所にて予定しており、招集時間等は個別に通知する。

なお、プレゼンテーションの順番は、事前に事務局がくじにより決定する。 

ウ プレゼンテーション・ヒアリング時の留意事項 

説明者は３名以内とする。説明に際しては、提出した企画提案書のみを用いた内容説明と

し、パワーポイント等によるプロジェクター（事務局で用意）を使用しての説明とすること。

その後、審査委員会からのヒアリングを実施する。 

説明に用いることができる資料は、事前に提出した企画提案書のみとし、追加提案や追加

資料は認めない。 

エ 結果の通知 

第２次審査に参加した者全員に対して、第２次審査結果通知書を電子メールにて通知する。 

なお、本業務委託の契約締結後、審査委員会における審査結果（順位・合計点）を公表す

るものとする。また、受託候補者及び次席者については、その名称まで公表するものとす

る。 

（４）評価項目等 

審査における評価項目、評価の視点及び配点は、次表に掲げるとおりとする。 

 評価項目 評価の視点  配点 

第
１
次
審
査 

経営状況 

経営状況の健全性・安定性 

 

20点 

業務執行体制 

業務執行技術力 

当該業務を遂行するために必要な知識・経験 

・過去５年間における業務実績（本要領「６ 参加資

格（１）」にあげる事業の業務実績） 

 

30点 

合計 
 

50点 

 



- 9 - 

 

第
２
次
審
査 

経営状況・業務実績 
・本業務に類似した業務を行った実績があるか。 

 

 
10点 

基本理念 
・児童育成支援拠点事業ガイドラインを理解してお

り、本事業を行う上での基本的な考え方が適切か。 

 
5点 

業務の実施方法 

・業務実施までのスケジュールが具体的かつ妥当なも

のか。 

 

 

5点 

・事業の実施体制（開所時間、定員、人員配置、支援

の流れ）が具体的に提案され、また、研修体制も確立

されているか。 

 

5点 

・個人情報の取扱方法は適切か。 

 

5点 

・児童、保護者からの要望及び苦情への対応方法は適

切か。 

 

5点 

・事故、災害時の対応、防犯対策、衛生管理体制など、

安全面の確保は十分か（こども性暴力防止法に対する

取り組みを含む）。 

 

5点 

支援の実施 

・安全・安心な居場所の提供に向けた、部屋の配置や

環境づくり等の取り組みが具体的に示されているか。 

 
10点 

・生活習慣の形成に向けた取り組みが具体的に示され

ているか。 

 
5点 

・学習支援に向けた取り組み（宿題の見守り、学習習

慣を身につけるサポート等）が具体的に示されている

か。 

 

5点 

・衛生的で栄養のある食事の提供に向けた取り組みが

具体的に示されているか。 

 
5点 

・課外活動についての取り組みについて、様々な学び

や体験ができる取り組みが具体的に示されているか。 

 
5点 
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・関係機関との連携及び関係構築の具体的な取り組み

が考えらえているか。 

 
5点 

・保護者への情報提供、相談支援に向けた具体的な提

案はあるか。 

 
5点 

・送迎支援に向けた取り組みは、本事業の目的を達成

するのに十分なものか。 

 
5点 

・実施内容をより充実させるための工夫や有効・有益

と思われる提案がされているか。 

 
10点 

見積書 

・配点×（全企画提案者のうち最低見積金額（固定

費））／（当該企画提案者見積金額（固定費）） 

※少数点第１位を四捨五入 

※固定費：施設の開設準備経費（施設改修費）を除く

費用 

 

5点 

合計 
 

100点 

 

１０ 業務委託契約に関する事項 

（１） 契約の締結 

市は、第２次審査により受託候補者として特定された者と契約締結の交渉を行う。 

なお、契約交渉が不調となった場合又は参加資格要件等を満たさないと認められた場

合は、次席者として特定された者と契約交渉を行うものとする。  

（２） 業務委託の仕様及び実施条件 

ア 本業務委託の仕様については、仕様書に定めるほか、企画提案書に記載された内容を尊重

し、市と受託者の協議の上、定めるものとする。 

イ 受託者は委託業務の全部及び一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ市の書面による承認を得た場合は、この限りではない。 

（３） 業務内容及び留意事項 

本業務の実施にあたっては、市と十分協議して進めるものとする。 

 

１１ 参加者の失格 

プロポーザル参加者が次のいずれかに該当する場合には、提出書類（参加申込書等）を無効

とし、本プロポーザルへの参加資格を失うものとする。 
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ア 提出期限を過ぎて書類を提出した場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 審査の公平性を害する行為があった場合 

エ 本要領２（４）に示す委託上限額（令和８年度、令和９年度の各年度）を超えた場合 

オ 事業者が複数の提案書を提出した場合 

カ 本要領６に示す参加資格要件を欠くことになった場合 

キ その他本要領に違反するなど審査委員会が不適格と認めた場合 

 

１２ その他 

（１） 本プロポーザルへの参加等に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２） 本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（３） 審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は認めない。 

（４） 受託候補者又は次席者として特定され、本業務委託の受託者として契約締結した者が本

プロポーザルのために作成した本要領８（１）ア（企画提案書）に係る著作権は本市に帰属す

るものとする。 

（５） 提出資料の著作権は提案者に属するが、市は提出された資料について、深谷市情報公開

条例（平成１８年深谷市条例第１３号）の規定に基づく請求により、第三者に開示することが

できるものとする。ただし、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあると認められる情報等については、非公開とする場合がある。 

（６） 提出のあった企画提案書等の内容について、審査の過程で疑義が生じた場合は、後日、

必要に応じて本市から疑義事項の照会を行うことがある。 

（７） 参加申込書、企画提案書を取り下げる場合や契約締結までの間に参加資格を満たさなく

なった場合は、速やかに辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

１３ 事務局 

深谷市こども未来部こども青少年課  児童相談係 

〒３６６－８５０１ 埼玉県深谷市仲町１１番１号 

電話：０４８－５５１－４４１０ FAX：０４８－５５１－４４８０ 

E-mail：jidou＠city.fukaya.saitama.jp 

mailto:jidou@city.fukaya.saitama.jp

